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産業保健スタッフ必携！　おさえておきたい基本判例 35長時間労働対策のヒント ❺ 

　今から６年前の2013年には、「勤務間インターバル」と

いう言葉は今のように新聞やインターネットではほとんど

みられない言葉であった。当時、勤務間インターバルと

疲労回復の関連性についての研究を計画した際には、

周りから、あまり理解が得られなかったことを今でもよ

く覚えている。一方、現在では、ご承知の通り、まだ

まだ認知度は低いのかもしれないが、よくニュースで耳

にする言葉になった。では、この６年間で何が変わっ

たのだろうか？　それは、もちろん、「働き方改革」という

名の大きな旗印が掲げられるようになったこともあるが、

筆者の考えでは、休むことへの価値観の向上と、働き

過ぎへの危機感の高まりが日本の労働者、経営者双方

に生じたことが背景にあるのではないかと推測している。

　そのような中、今年４月から「働き方改革関連法」が

施行された。勤務間インターバルに関連するのは２つの

点で、１つは本制度の導入を促すこと、もう１つは高度

プロフェッショナル制度を導入する際の健康確保措置の

４つある選択肢のうちの１つとしてである。第１点目に

関連して特筆すべきは、本制度導入が企業の努力義務

になったことや、2020年までに導入する企業割合を10%

以上、本制度を知らない企業の割合を20%未満にする

という数値目標も掲げられていることである。しかし、

いずれにしても、勤務間インターバルを何時間に設定す

るのが望ましいのかについての明確な言及は見られな

い。その理由としては、まずは本制度を広く普及させる

という意図があるのだと筆者は捉えており、おおむね、

その意図に賛成である。つまり、EU発祥の本制度を、

そのまま日本に当てはめても上手く運用されない可能性

や、実態を考慮しない形で導入を推し進めればやがて

は形骸化したルールになる恐れもあるからだ。

　では、そもそも、このように注目を集めるようになっ

た本制度は、本当に過重労働対策として有効な一手に

なり得るのだろうか？　この問いに対して、筆者として

は躊躇なく「YES」と答えたいところだが、研究者の立

場から言えば限りなく「YES」に近い「YES」という答え

方が今のところ、妥当なのではないかと思っている。

　その理由は２つある。１つはわが国において本制度を

導入した企業と導入していない企業での比較を導入前

後で追跡した介入調査はまだ存在していないということ

と、もう１つは、本制度が普及し始めたとはいえ、まだ

まだ導入企業の数が少ないので、上述のようなエビデン

スレベルの高い実証研究が現時点では困難であること

が挙げられる。しかし、限りなく「YES」に近いとして答

えたのは、我々の研究成果で次のことが分かってきた

からである。

　冒頭に述べたように、筆者の所属先である労働安全
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衛生総合研究所では、勤務間インターバルと疲

労回復の関連性を調べるべく、４年間の研究

プロジェクトを行った。その一連の研究成果の

中で、55名のIT労働者を約１か月間毎日繰り

返して、彼らの勤務間インターバルと睡眠時間、

仕事の疲れの残り具合の訴えとの関係を調べ

たものがある１）。その結果、11時間の勤務間イ

ンターバルでは１日の睡眠時間が5時間程度で

あり、起床時の仕事の疲れの訴えも11時間を

下回ると高くなることが示された（図）。

　この調査の強みは、睡眠時間の結果が主

観的な報告ではなく、腕時計型の睡眠計を用

いて客観的な睡眠時間を調べている点と、１回

の調査ではなく約１か月間、繰り返して55名の対象者

を測定した点にある。また、筆者らの別の調査２）でも、

常日勤者3,867名に対してWeb調査を行った結果から

11時間の勤務間インターバルでは、主観報告による睡

眠時間で約６時間の値を示していた。往々にして、主

観的な訴えよりも、客観的な睡眠時間の方が短くなる

ことからも、11時間の勤務間インターバルでは大体５

時間程度の睡眠時間の確保が期待できるということが

示唆される。

　では、１日５時間睡眠を繰り返すことはどの程度、

健康に影響を及ぼすのだろうか？　これまでも５時間程

度の短時間睡眠を繰り返すことは、安全性や能率性な

どの低下や、様々な疾病リスクとの関連性が示唆されて

きた。また、活動量計によって客観的な睡眠時間と10

年後の死亡率の関連性を検討したKripkeらの先行研

究３）では、６～ 6.5時間程度の睡眠で死亡率が最も低

く、4.5～５時間程度の短い睡眠と、７～7.5時間程度の

長い睡眠でも同じように死亡率が高まる傾向でU字カー

ブの関連性にあることが示された。長時間睡眠でも死

亡率が高い背景には、追跡する前から何かの体調不良

等があったという様々な可能性も推測されるが、いずれ

にしても、短時間睡眠は健康面でも、安全面でも望ま

しくない状態であることは科学的にも証明されている。

　そこで、11時間の勤務間インターバルで５時間程度の

睡眠を確保できることの意義を改めて考えた場合、本

制度の導入は健康増進を計るポジティブなものではな

く、最低限の健康を保護するためのセイフティーネットと

しての側面が強いものだと筆者は捉えている。なぜなら

ば、先に挙げた我々の研究成果で示したことや、毎日

11時間の勤務間インターバルを守っていたとしても、月

残業にすれば80時間程度の「過労死ライン」と同程度の

働き方が可能になってしまうからである。さらに言えば、

ICTの発達した現代では、スマートフォン等を用いて勤

務時間外に仕事が容易にできてしまうので、勤務間イン

ターバルが導入されても課題は残されている。

　また、勤務間インターバル制度には大きな期待も寄せ

られるが、どんなに良い制度であっても職場の実態に

即していなければ、やがて風化することは目に見えてい

る。したがって、今後、本制度がわが国に根付くには、

例えば、EU諸国のように毎日インターバル時間を守らね

ばならないというよりも、当面は「月に何回以上守れな

かった従業員に対して健康面で配慮する対応をとる」

等、本制度を導入しやすいように、職場の実情に即し

た日本型の勤務間インターバル制度を練り上げていく

様々な工夫が欠かせないだろう。
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図 . 勤務間インターバルの長さと睡眠時間、疲労感の関連性




